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表紙*電子提供措置用*

第 47 期定時株主総会

招集ご通知
開催日時

　2026年３月26日（木曜日）午前10時

　受付開始：午前９時

開催場所

　神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1

　湯本富士屋ホテル２Ｆ　箱根西
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議　　案

　第１号議案　剰余金処分の件

　第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）

　　　　　　　４名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

＜株主対話会開催のお知らせ＞

本株主総会終了後、当社の事業につきましてより一層のご理解を深めていただくため、株主対話会を開

催いたしますので、引き続きご参加くださいますようお願い申しあげます。

証券コード：7314
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社長挨拶

「より良い地域社会創りに貢献する」

これが当社グループの未来への約束です

代表取締役社長　津川　直樹

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第47期定時株主総会を次ページのとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

第47期（2025年12月期）におきましては、売上高は76億72百万円、営業利益は１億55百万円、親会社

株主に帰属する当期純利益は96百万円となり、当初の予想に対して、増収減益（売上高＋68百万円、

営業利益▲56百万円、親会社株主に帰属する当期純利益▲33百万円）となりました。

　バス事業者様を取り巻く事業環境としましては、インバウンド需要は好調に推移しており、キャッ

シュレス決済のニーズが一段と高まっております。しかしながら、燃料費の高止まりや乗務員不足の

深刻化による人件費の上昇などにより、依然厳しい状況が続いております。

　そこで当社グループは、従来の運賃収受機器等の決済システムに加えて、バス事業者様の事業運営

や運行効率改善に貢献すべく、新たに「デジタルバス停システム」や「ダイヤ作成支援システム」の

開発を進めるなど、新たな価値提供に取り組んでおります。

　今後とも商品やサービスの提供を通じて地域社会の課題解決に貢献し、社会の皆様と共に発展する

企業を目指してまいります。

　株主の皆様におかれましては、より一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

2026年３月

－ 1 －
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招集ご通知

証券コード　7314

2026年３月６日

株 主 各 位
神奈川県小田原市中町一丁目11番３号

代表取締役社長 津 川 直 樹

いますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

　https://www.odawarakiki.com/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】

　https://d.sokai.jp/7314/teiji/

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第47期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第47期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本定時株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容である情報（電子提供措

置事項）は、電子提供措置をとっておりますので、以下のいずれかのウェブサイトよりご確認くださ

　「IR・投資家情報」、「株主総会」の順に選択して、ご確認いただけます。

　「銘柄名（会社名）」に「小田原機器」または証券「コード」に「7314」（半角）を入力・検索

し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、「株主総会招集通知／株主総会資料」欄

よりご確認いただけます。

　つきましては、株主総会参考書類をご検討のうえ、次のいずれかの方法により2026年３月25日（水

曜日）当社営業時間終了時（午後５時30分）までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあ

げます。

－ 2 －
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招集ご通知

１. 日 時 2026年３月26日（木曜日）午前10時

２. 場 所 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1

湯本富士屋ホテル２Ｆ　箱根西

３. 目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第47期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並

びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第47期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

＜株主対話会開催のお知らせ＞

本株主総会終了後、当社の事業につきましてより一層のご理解を深めていただくため、株主対

話会を開催いたしますので、引き続きご参加くださいますようお願い申しあげます。

＜お体が不自由または障がいのある株主様へ＞

お体が不自由または障がいのある株主様は、ご同伴者様との同席が可能です。また、車いすの

サポート、座席やお手洗いへの誘導等が必要な場合は、事前にご連絡をお願い申しあげます。

（ご連絡先）株式会社小田原機器　グループ経営企画部

　　　　　　電話番号：0465-23-0116　　メールアドレス：CP@odawarakiki.com

【郵送による議決権行使の場合】

　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送

ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

　当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスいただき、議決権行

使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って

賛否をご入力ください。インターネットによる議決権行使に際しましては、５ページの「インターネ

ットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

以　上

－ 3 －
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招集ご通知

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付

にご提出ください。

◎議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったもの

として取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則と

し、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りいたします。

なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づ

き、お送りする書面には記載しておりません。

① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「会社の支配に関する基本方針」

② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が

会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部でありま

す。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その

旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

－ 4 －
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招集ご通知

＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきま

すようお願い申しあげます。

　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きは

いずれも不要です。

記

１．議決権行使サイトについて

（１）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議

決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ

実施可能です。（ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止しま

す。）

（２）インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフト

を設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバーをご利用

の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございま

す。

（３）インターネットによる議決権行使は、2026年３月25日（水曜日）の午後５時30分まで受け付

けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスク

へお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

（１）パソコンによる方法

・　議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載さ

れた「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否を

ご入力ください。

・　株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたしま

す。

－ 5 －
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招集ご通知

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

・電話　0120-173-027（受付時間　9:00～21:00、通話料無料）

（２）スマートフォンによる方法

・　議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ること

で、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。

（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）

・　スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードで

のログインができない場合には、上記２．（１）パソコンによる方法にて議決権行使を行

ってください。

　　※　QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

（１）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議

決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

（２）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を

有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様

のご負担となります。

以　上

－ 6 －
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当事業年度の事業の状況

事 業 報 告

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の向上による所得環境の改善から緩やかな

回復基調がみられる一方で、物価上昇の影響により個人消費の持ち直しが力強さを欠くなど、

景気回復の停滞が懸念されております。加えて、地政学的な緊張の高まりや米国の政策を巡る

影響の不確実性から、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループ製品の主要市場である路線バス業界においては、インバウンド需要は好調に推

移している一方で、燃料費の高止まりや乗務員不足の深刻化による人件費の上昇などにより、

厳しい状況が続いております。

　このような状況のもとで当社グループは、従来の運賃収受機器等の決済システムに加えて、

バス事業者様の事業運営や運行効率改善に貢献すべく、新たに「デジタルバス停システム」や

「ダイヤ作成支援システム」の開発を進めるなど、新たな価値提供に取り組んでおります。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は7,672,954千円（前期比25.6％増）、営業利益は

155,680千円（前期比60.1％減）、経常利益は200,005千円（前期比47.7％減）、親会社株主に

帰属する当期純利益は96,621千円（前期比67.1％減）となりました。

（運賃収受機器事業）

　運賃収受機器事業においては、路線バス及びワンマン鉄道車両での運賃収受機器等の設計、

開発、製造、販売及びメンテナンスサービスを展開しております。

　当事業における売上高は7,025,868千円（前期比26.6％増）、営業利益は51,177千円（前期

比77.1％減）となりました。機器更新の大型案件や拡大するキャッシュレス決済端末のニーズ

を受け、増収となりましたが、戦略的な低採算案件の取込みにより、減益となりました。

－ 7 －
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当事業年度の事業の状況

（システム開発事業）

　システム開発事業においては主に交通系インフラ案件、ＥＴＣ関連開発案件及びその他社会

インフラ系案件のシステム開発、エンジニアリング、ソフトウエア設計並びにシステム及び機

器の輸出入販売を展開しております。

　当事業における売上高は769,261千円（前期比28.2％減）、営業利益は37,031千円（前期比

61.1％減）となりました。グループ内への売上が減少したことから、減収減益となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は82,460千円であり、そ

の主なものは、ソフトウェア関連の36,693千円であります。

③ 資金調達の状況

当社は、今後拡大が見込まれる運賃収受機器の大型更新需要に備え、運転資金等を確保する

ことを目的として、主要取引銀行である株式会社横浜銀行との間で、総額4,500,000千円の

コミットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度末

の借入実行残高は800,000千円であります。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

－ 8 －
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財産及び損益の状況

区 分
第 44 期

(2022年12月期)
第 45 期

(2023年12月期)
第 46 期

(2024年12月期)

第 47 期
(当連結会計年度)
(2025年12月期)

売 上 高（千円） 4,687,465 3,930,456 6,110,019 7,672,954

経 常 利 益（千円） 30,561 221,280 382,348 200,005

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

（千円） △42,575 191,581 293,396 96,621

１株当たり当期純利益
又 は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

（円） △13.60 60.98 92.81 30.31

総 資 産（千円） 5,416,514 7,670,425 9,851,506 7,296,216

純 資 産（千円） 3,735,587 3,939,699 4,139,342 4,156,604

１株当たり純資産額 （円） 1,192.23 1,252.41 1,305.74 1,300.02

自 己 資 本 比 率 （％） 69.0 51.4 42.0 57.0

(2) 財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控

除した株式数）により算出しております。

２. １株当たり純資産額は、期末発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により算出しておりま

す。

３．第44期（2022年12月期）より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を適用しており、第44期（2022年12月期）以降の各数値については、当該会計基準等を適用し

た後の数値となっております。

－ 9 －
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社オーバルテック 10,000千円 100％ 運賃収受機器のメンテナンスサービス

ソタシステム株式会社 30,000千円 100％
システム開発、エンジニアリング、ソフ
トウエア設計並びにシステム及び機器の
輸出入販売

株式会社アズマ 10,000千円 100％

小型電子計算機及び電子計算機部品の製
造販売、各種電子計算機器の製図設計の
請負、ソフトウエアの開発及びソフトウ
エアに関連する一切の業務、プリント基
板コンピュータグラフィック設計及び製
造販売、プリント基板組立配線

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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対処すべき課題、主要な事業内容

(4) 対処すべき課題

　当社グループでは、2020年度から2025年度までの６年間、実行した前中期経営計画（中計

2025）に引き続き、新たな中期経営計画（ＯＮＧ2030：2026年度から2030年度までの５年間）を

策定し、持続的な成長を目指します。

ＯＮＧ2030においては、継続して「成長サイクル」を回すことにこだわります。成長サイクルと

は、「稼ぐ力を高める」、「稼いだ利益を原資にして成長投資を実行する」、「売上成長を実現

する」という考え方です。

この考え方に基づいて、下記の3点を重点施策と位置付けた経営を実践いたします。

　(a)稼ぐ力の向上

　長年にわたった「製番方式（受注単位ごとに生産）」による「ものづくり」から「ＭＲＰ方
式（需要予測に基づく見込み生産）」と標準仕様による「ものづくり」に変革します。ＭＲＰ
方式の導入は、変動費の削減や在庫管理の適正化はもちろんのこと、営業プロセスの見直しを
含めて全ての業務プロセスの刷新に及ぶものです。売上増だけに依存しない、稼ぐ力を高める
収益構造の構築に取り組みます。

　(b)成長投資による事業創出

　基盤領域は、今後とも収益の柱であり、事業の強みを磨くために運賃収受機器やキャッシュ
レス決済端末の品揃えを強化してまいります。一方、事業環境の変化によって、従来の基盤領
域だけでは持続的に成長することは難しいため、「データサービスソリューション」などの事
業仮説を立案・検証しながら、新たな事業領域を創出してまいります。

　(c)売上成長の加速

　今後、首都圏で予定されている運賃箱等の運賃収受機器の大型更新需要の受注によって、基
盤領域におけるシェアを拡大し、事業量の維持・拡大に取り組みます。新規領域においては、
専任のマーケティング体制を構築しつつ、強みのある基盤領域の営業リソースと連携すること
で早期の事業化を目指します。

事 業 区 分 主 な 事 業 内 容

運賃収受機器事業
（当社及び

株式会社オーバルテック）

路線バス及びワンマン鉄道車両での運賃収受機器（運賃箱、整理券発行機、
カード機器及び運賃表示器等）の設計、開発、製造、販売及びメンテナンス
サービス

システム開発事業
（ソタシステム株式会社
及び株式会社アズマ）

システム開発、エンジニアリング、ソフトウエア設計並びにシステム及び機
器の輸出入販売､小型電子計算機及び電子計算機部品の製造販売、各種電子
計算機器の製図設計の請負、プリント基板コンピュータグラフィック設計及
び製造販売、プリント基板組立配線

(5) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）
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主要な営業所及び工場、使用人の状況

当 社

本社：神奈川県小田原市
仙台営業所：宮城県仙台市太白区
東京営業所：東京都墨田区
関西営業所：大阪府大阪市淀川区
西日本営業所：福岡県福岡市博多区
工場：神奈川県小田原市

株 式 会 社 オ ー バ ル テ ッ ク 本社：神奈川県小田原市

ソ タ シ ス テ ム 株 式 会 社 本社：東京都墨田区

株 式 会 社 ア ズ マ 本社：奈良県生駒郡

(6) 主要な営業所及び工場（2025年12月31日現在）

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

運賃収受機器事業 161（17）名 13名増（－）

システム開発事業 63（1）名 －（2名減）

合計 224（18）名 13名増（2名減）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

137名 12名増 41.6歳 8.9年

(7) 使用人の状況（2025年12月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員（グループ外から当社グループへの出向者及び契約社員を含みます。）であり、臨時

雇用者数（パートタイマー、アルバイトを含みます。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しており

ます。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員（社外から当社への出向者及び契約社員を含みます。）であります。
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主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

借 入 先 借 入 額

（当社）

株式会社横浜銀行 800,000千円

株式会社三井住友銀行 100,000千円

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 100,000千円

株式会社静岡銀行 100,000千円

さがみ信用金庫 100,000千円

（株式会社アズマ）

株式会社横浜銀行 119,000千円

(8) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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株式の状況

① 発行可能株式総数 9,600,000株

② 発行済株式の総数 3,201,300株 (自己株式3,957株を含みます。)

（注）当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）４名及び当社グルー

プの従業員210名に対して譲渡制限付株式の付与のため、2025年４月25日付で普通株式

8,800株、2025年5月23日付で普通株式21,000株を発行いたしました。

③ 株主数 8,209名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

津川　直樹 836,641株 26.1％

津川　佳代子 359,000株 11.2％

株式会社正英 358,800株 11.2％

小田原機器社員持株会 169,372株 5.2％

丸山　美紀 39,866株 1.2％

佐藤　誠 30,000株 0.9％

入山　圭司 27,700株 0.8％

佐藤　健一 25,700株 0.8％

関　正道 24,000株 0.7％

井上　博之 21,500株 0.6％

株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。） 8,800株 ４名

社外取締役（監査等委員を除く。） 0株 ０名

監査等委員である取締役 0株 ０名

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年12月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）　持株比率は自己株式（3,957株）を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「２．(3)④取締役の報酬等」に記載しております。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 津 川 　 直 樹

営業部兼技術部兼新規事業推進部
兼鉄道事業統括部担当
㈱オーバルテック取締役
ソタシステム㈱取締役
㈱アズマ代表取締役社長

専 務 取 締 役 佐 藤 　 健 一

管理部長兼品質保証部長兼製造部担当
㈱オーバルテック代表取締役社長
ソタシステム㈱取締役
㈱アズマ取締役

取 締 役 横 地 　 一 彦

グループ経営企画部長
㈱オーバルテック取締役
ソタシステム㈱取締役
㈱アズマ取締役

取締役（常勤監査等委員） 金 子 　 義 浩
㈱オーバルテック監査役
ソタシステム㈱監査役
㈱アズマ監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 市 川 　 公 雄
㈱富士テクノホールディングス顧問
首都圏デジタル産業健康保険組合顧問
一般財団法人小田原市事業協会監事

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 熊 谷 　 輝 美
熊谷公認会計士事務所長
湯河原町代表監査委員

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2025年12月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）市川公雄氏及び熊谷輝美氏は、社外取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）熊谷輝美氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有するものであります。

３. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機

能を強化するために、金子義浩氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４. 社外取締役（監査等委員）市川公雄氏及び熊谷輝美氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出て

おります。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

氏　名 退　任　日 退任理由
退任時の地位・担当及び

重要な兼職の状況

丸　山　　明　義 2025年７月22日 逝去により

　代表取締役社長

　技術部担当

　㈱オーバルテック取締役

　ソタシステム㈱取締役

　㈱アズマ代表取締役社長

氏　名 変　更　日 新役職及び担当 旧役職及び担当

津　川　　直　樹 2025年７月29日

　代表取締役社長

　営業部兼

　技術部担当

　常務取締役営業部長

津　川　　直　樹 2025年10月16日

　代表取締役社長

　営業部兼

　技術部兼

　新規事業推進部兼

　鉄道事業統括部担当

　代表取締役社長

　営業部兼

　技術部担当

５. 2025年３月27日開催の第46期定時株主総会において、新たに横地一彦氏が取締役に選任され就任いた

しました。

６. 事業年度中に退任した取締役

７. 事業年度中に取締役の役職及び担当を次のとおり変更しております。

② 責任限定契約の内容の概要

　当社と取締役（監査等委員）金子義浩氏、市川公雄氏及び熊谷輝美氏は、会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としており

ます。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の役員並びに会社法

上の重要な使用人であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保

険者の賠償責任が補填されることとなります。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

④ 取締役の報酬等

イ. 取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかか

る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容

について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

　なお、2021年12月に報酬委員会を廃止し、新たに指名・報酬委員会を設置しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の

決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること

や、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿

うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．固定報酬に関する方針

　固定報酬の額は、①各取締役の担当部門が業績に与える影響、②各取締役の担当部門の

所属部員数、③各取締役の成果、④各取締役の経験年数を総合的に考慮したうえで、固定

報酬テーブルの範囲内で決定しております。

ｂ．賞与に関する方針

　賞与の額は、①連結経常利益、②配当性向、③従業員賞与支給倍率が一定以上の水準の

達成を見込んだ場合において、連結経常利益の10％を総支給額の目安とし、各取締役の職

位に応じて配分し、決定しております。

ｃ．譲渡制限付株式報酬に関する方針

　当社は、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限

付株式報酬を支給しております。譲渡制限付株式報酬の額は、取締役の役位に応じて決定

しております。

ｄ．報酬等の割合に関する方針

　当社の取締役報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等によって構成されてお

り、その支給割合は、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与する

ために、最も適切な支給割合となることを方針としております。

ｅ．報酬等の付与時期や条件に関する方針

　固定報酬は毎月の支給とし、賞与及び譲渡制限付株式報酬は一定の時期の支給としてお

ります。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（名）固定報酬

非金銭報酬
（譲渡制限付株

式）

業績連動報酬
（賞与）

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

77,626
（－）

55,345
（－）

7,341
（－）

14,940
（－）

４
（－）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

24,750
（13,200）

24,750
（13,200）

－
（－）

－
（－）

３
（２）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

102,376
（13,200）

80,095
（13,200）

7,341
（－）

14,940
（－）

７
（２）

ｆ．報酬等の決定の委任に関する方針

　報酬の額は、指名・報酬委員会で審議したうえで取締役会に答申し、取締役会から一任

された代表取締役社長が、当該答申に基づき決定するものとしております。

ロ. 当事業年度にかかる役員報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。

２. 上記の譲渡制限付株式報酬に係る報酬等の総額には、当事業年度における費用計上額を記載しており

ます。

３. 賞与にかかる業績指標は連結経常利益であり、その実績は200,005千円であります。当該指標を選択

した理由は、当社の経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標であり、賞与の指標とし

て適切と判断したためであります。

４. 譲渡制限付株式報酬の支給の条件等は、「イ．取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等」のとお

りであります。また、当事業年度における交付状況は「２．(1)⑤当事業年度中に職務執行の対価と

して当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

５. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2022年３月24日開催の第43期定時株主

総会において、年額120,000千円以内（ただし、使用人分給与を除く。）と決議いただいておりま

す。当該株主総会終結時の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、３名です。これら

の報酬の額とは別に、2022年３月24日開催の第43期定時株主総会において、取締役（社外取締役及び

監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決議

をいただいており、譲渡制限付株式の割り当てのための報酬限度額は年額20,000千円以内となってお

ります。当該株主総会終結時の本制度の対象となる取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役

を除く。）の員数は、３名です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年３月24日開催の第

43期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時の

監査等委員である取締役の員数は、３名です。

－ 18 －



2026/02/20 16:11:58 / 25282239_株式会社小田原機器_招集通知_電子提供措置用

新株予約権等の状況、会社役員の状況

出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役（監査等委員）

市 川 公 雄

当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、必要に応じ、長年金融業

に携わってきた経験及び他社での企業経営経験に基づき発言を行っており、意

思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された指名・報酬委

員会６回全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員

報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

さらに、当事業年度に開催された監査等委員会15回全てに出席し、監査結果に

ついての意見交換等、他社での企業経営経験に基づき適宜、必要な発言を行っ

ております。

６. 当事業年度において、社外役員が子会社等から役員として受けた報酬等はありません。

７. 取締役会は、代表取締役社長津川直樹に対し報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、

当社全体の業績等を勘案しつつ取締役（監査等委員である取締役を除く。）の担当部門について評価

を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあた

っては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 重要な兼職先と当社との関係

・取締役（監査等委員）市川公雄氏は、株式会社富士テクノホールディングス顧問、首都圏

デジタル産業健康保険組合顧問及び一般財団法人小田原市事業協会監事を兼任しておりま

す。

当社と、株式会社富士テクノホールディングス、首都圏デジタル産業健康保険組合及び一

般社団法人小田原市事業協会との間に特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）熊谷輝美氏は、熊谷公認会計士事務所長及び湯河原町代表監査委員

を兼任しております。

当社と、熊谷公認会計士事務所及び湯河原町との間に特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役（監査等委員）

熊 谷 輝 美

当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、必要に応じ、公認会計士

としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた

めの適切な役割を果たしております。

また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された指名・報酬

委員会６回全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役

員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

さらに、当事業年度に開催された監査等委員会15回全てに出席し、監査結果に

ついての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。
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会計監査人の状況、剰余金の配当等の決定に関する方針

① 名称 興亜監査法人

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,475千円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22,475千円

(4) 会計監査人の状況

② 報酬等の額

（注） １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、イ．の当事業年度に係

る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会

計監査人の職務遂行状況、報酬額見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額

につき会社法第399条第１項の同意を行っております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま

す。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会

が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した

旨及びその理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと

認識し、積極的な利益還元を実施していくことを基本方針としております。なお、当社の剰余

金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。

　配当方針としましては、配当性向40％とDOE3.0％のうち金額が大きい方で配当することと

し、また、業績にかかわらず安定配当部分として1株あたり15円の配当を設定することとして

おります。
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連結貸借対照表

連 結 貸 借 対 照 表

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

顧 客 関 連 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

6,206,404

1,494,583

2,353,762

78,841

42,254

1,356,720

750,092

130,148

1,089,812

712,540

266,118

932

49,971

379,971

3,960

11,586

114,718

15,813

3,000

43,110

52,794

262,552

166,169

40,069

81,279

△24,965
　

流 動 負 債 2,858,600

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 292,174

電 子 記 録 債 務 374,817

短 期 借 入 金 1,300,000

1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

12,000

リ ー ス 債 務 1,440

未 払 法 人 税 等 22,671

賞 与 引 当 金 48,825

製 品 保 証 引 当 金 125,618

受 注 損 失 引 当 金 16,901

そ の 他 664,152

固 定 負 債 281,011

長 期 借 入 金 7,000

リ ー ス 債 務 2,520

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 6,995

退 職 給 付 に 係 る 負 債 175,487

資 産 除 去 債 務 20,013

繰 延 税 金 負 債 20,031

そ の 他 48,964

負 債 合 計 3,139,612

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,099,451

資 本 金 366,007

資 本 剰 余 金 346,007

利 益 剰 余 金 3,388,007

自 己 株 式 △571

その他の包括利益累計額 57,153

その他有価証券評価差額金 57,153

純 資 産 合 計 4,156,604

資 産 合 計 7,296,216 負 債 及 び 純 資 産 合 計 7,296,216

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）
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連結損益計算書

連 結 損 益 計 算 書

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

科 目 金 額

売上高 7,672,954

売上原価 5,819,576

売上総利益 1,853,378

販売費及び一般管理費 1,697,698

営業利益 155,680

営業外収益

受取配当金 5,018

受取手数料 15,748

受取保険料 15,262

受取損害金 38,050

その他 2,817 76,896

営業外費用

支払利息 25,506

支払手数料 6,666

その他 397 32,571

経常利益 200,005

特別利益

投資有価証券売却益 32,377 32,377

特別損失

固定資産除却損 1,124

お別れの会関連費用 10,770 11,894

税金等調整前当期純利益 220,488

法人税、住民税及び事業税 43,997

法人税等調整額 79,870 123,867

当期純利益 96,621

親会社株主に帰属する当期純利益 96,621

（単位：千円）
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貸借対照表

貸 借 対 照 表

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

5,459,920

1,033,235

5,601

59,584

2,133,174

42,254

1,319,765

723,315

36,077

106,912

1,026,320

697,672

259,192

5,490

0

915

36,565

379,961

11,586

3,960

89,661

37,271

52,390

238,985

166,169

48,099

500

3,817

44,299

△ 23,900
　

流 動 負 債 2,639,279

支 払 手 形 30,966

電 子 記 録 債 務 374,817

買 掛 金 274,186

短 期 借 入 金 1,200,000

リ ー ス 債 務 1,440

未 払 金 171,478

未 払 費 用 40,504

未 払 法 人 税 等 2,877

未 払 消 費 税 等 314,189

前 受 金 30,562

預 り 金 23,249

賞 与 引 当 金 31,860

製 品 保 証 引 当 金 125,618

受 注 損 失 引 当 金 16,901

そ の 他 628

固 定 負 債 198,536

リ ー ス 債 務 2,520

退 職 給 付 引 当 金 165,605

資 産 除 去 債 務 10,406

繰 延 税 金 負 債 20,004

負 債 合 計 2,837,815

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,591,272

資 本 金 366,007

資 本 剰 余 金 346,007

資 本 準 備 金 346,007

利 益 剰 余 金 2,879,828

利 益 準 備 金 5,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 2,874,828

繰 越 利 益 剰 余 金 2,874,828

自 己 株 式 △ 571

評 価 ・ 換 算 差 額 等 57,153

その他有価証券評価差額金 57,153

純 資 産 合 計 3,648,425

資 産 合 計 6,486,240 負 債 及 び 純 資 産 合 計 6,486,240

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）
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損益計算書

損 益 計 算 書

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

科 目 金 額

売上高 6,778,099

売上原価 5,361,137

売上総利益 1,416,962

販売費及び一般管理費 1,496,072

営業利益 △ 79,110

営業外収益

受取配当金 5,018

受取損害金 38,050

受取賃貸料 8,448

受取事務手数料 53,186

受取保険料 15,262

貸倒引当金戻入額 425

受取手数料 15,748

その他 1,485 137,624

営業外費用

支払利息 24,142

支払手数料 6,666

その他 397 31,206

経常利益 27,306

特別利益

投資有価証券売却益 32,377 32,377

特別損失

固定資産除却損 1,124

お別れの会関連費用 10,770 11,894

税引前当期純利益 47,790

法人税、住民税及び事業税 6,824

法人税等調整額 48,549 55,373

当期純利益 △ 7,583

（単位：千円）
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年２月20日

株式会社小田原機器

取締役会　御中

興亜監査法人
東京都千代田区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 倉 谷 　 祐 治

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 横 山 　 良 智
　
監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社小田原機器の2025年1月1日から2025年12月

31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社小田原機器及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損

益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監

査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお

ける取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか

検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注

意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又

は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ

ると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統

制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性

が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報

告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類

の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連

結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な

監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関

する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

－ 27 －
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　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応

策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合

はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2026年２月20日

株式会社小田原機器

取締役会　御中

興亜監査法人
東京都千代田区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 倉 谷 　 祐 治

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 横 山 　 良 智
　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社小田原機器の2025年1月1日から2025

年12月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ

の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお

ける取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討

すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を

払うことにある。

計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に

対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判

断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統

制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告

書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記

事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人

の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書

類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応

策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合

はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第47期事業年度における取締役の職務の執行

について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から

その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと

もに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制所管

部門と連携の上、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関

する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業

所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役、監査役

及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも

に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら

れません。

(2) 連結計算書類の監査結果

会計監査人興亜監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人興亜監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月25日

株 式 会 社 小 田 原 機 器 　 監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員 金 子 義 浩 ㊞

監査等委員 市 川 公 雄 ㊞

監査等委員 熊 谷 輝 美 ㊞

（注）監査等委員市川公雄及び熊谷輝美は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する

社外取締役であります。

以　上
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剰余金処分の件

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件

　当社は、利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識

し、積極的な利益還元を実施していくことを基本方針としております。なお、当社の剰余金の配当

は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。

　配当方針としましては、配当性向40％とDOE3.0％のうち金額が大きい方で配当することとし、ま

た、業績にかかわらず安定配当部分として１株あたり15円の配当を設定することとしております。

　以上の配当方針に基づき、以下のとおり期末配当をいたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は127,893,720円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年３月27日

－ 34 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

候補者
番 号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

１

つ

津
 

　
がわ

川
 

　
なお

直
 

　
き

樹

（1984年３月10日生）

2007年９月　当社入社
2008年11月　総務課グループ長
2013年４月　営業部グループ長
2015年10月　総務部グループ長
2016年３月　総務部経営企画室長
2019年１月　総務部長
2020年３月　管理部付部長
2022年３月　取締役
2022年３月　ソタシステム株式会社代表取締役社長
2024年３月　常務取締役営業部長
2025年７月　代表取締役社長営業部兼技術部担当
2025年10月　代表取締役社長営業部兼技術部兼新規事業推

進部兼鉄道事業統括部担当（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社オーバルテック取締役
ソタシステム株式会社取締役
株式会社アズマ代表取締役社長

836,641株

（取締役候補者とした理由）
当社グループにおける幅広い業務経験に加え、オムロングループ会社への出向を経験するなど、事業領域全
般に関する多様な見識を活かし、代表取締役社長として、当社グループの経営を牽引しております。同氏が
当社グループの成長戦略の牽引及び企業価値の向上に必要不可欠な人材であり、引き続き取締役候補者とし
て選任をお願いするものであります。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）は、本総会

終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、更なる企業価値の向上を目指すため１名増員し、取締役４名の選任をお願いいたし

たいと存じます。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はござ

いませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 35 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

候補者
番 号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

２

さ

佐
 

　
とう

藤
 

　
けん

健
 

　
いち

一

（1964年11月３日生）

1984年７月　当社入社
1996年４月　製造部グループ長
2003年４月　総務部グループ長
2009年３月　株式会社オーバルテック取締役製造部長
2019年３月　当社執行役員

株式会社オーバルテック代表取締役社長
2020年３月　取締役管理部長兼製造部担当
2021年３月　常務取締役管理部長兼製造部担当
2022年３月　常務取締役管理部長兼製造部兼品質保証部担

当
2024年１月　常務取締役管理部長兼品質保証部長兼製造部

担当
2024年３月　専務取締役管理部長兼品質保証部長兼製造部

担当（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社オーバルテック代表取締役社長
ソタシステム株式会社取締役
株式会社アズマ取締役

25,700株

（取締役候補者とした理由）
当社製造部門を中心とした長年の豊富な業務経験を活かし、現任の専務取締役として、グループ運営の中枢
を担う管理部、付加価値の源泉をなす製造部、製品品質の向上を担う品質保証部を担当し、持続的な成長構
造づくりに貢献しております。同氏が当社グループの企業価値の向上に資する人材であり、引き続き取締役
候補者として選任をお願いするものであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

候補者
番 号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

３

よこ

横

 

　
ち

地

 

　
かず

一

 

　
ひこ

彦

（1960年５月26日生）

1983年４月　オムロン株式会社入社
2004年９月　同社海外推進部長
2008年３月　同社交通ソリューション事業統括部長
2011年４月　オムロンソーシアルソリューションズ株式会

社転籍
2014年３月　同社事業企画部長
2015年３月　同社取締役
2017年３月　オムロンソフトウェア株式会社出向、執行役

員企画室長
2019年３月　同社執行役員ICTソリューション事業部長
2020年４月　当社入社、管理部経営企画室マネージャー
2021年６月　執行役員管理部グループ経営企画室長
2025年３月　取締役グループ経営企画部長（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社オーバルテック取締役
ソタシステム株式会社取締役
株式会社アズマ取締役

2,541株

（取締役候補者とした理由）
電機メーカーにおける国内外の事業経営に関する豊富なキャリアと知見を活かし、現任の取締役として、当
社グループの成長戦略を牽引しております。同氏が当社グループの企業価値の向上に資する人材であり、引
き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

【新任】
４

たけ

竹

 

　
たに

谷

 

　
けん

健

 

　
じ

治

（1972年８月22日生）

1995年７月　東日本旅客鉄道株式会社入社
2008年４月　国交省総合政策局観光資源課出向、課長補佐
2010年８月　同社ＩＴ・Ｓｕｉｃａ事業本部、企画課長
2014年６月　株式会社ビューカード出向、企画部長
2017年６月　同社藤沢駅長
2019年９月　長崎自動車株式会社入社、経営企画部付部長
2020年10月　大阪市高速電気軌道株式会社入社、ＭａａＳ

戦略推進課長
2023年４月　同社総合経営戦略本部、戦略企画部長
2023年12月　同社交通事業本部、社会サービス連携推進部長
2024年５月　当社入社、営業部執行役員
2025年10月　執行役員新規事業推進部長（現任）

300株

（取締役候補者とした理由）
多様な公共交通事業者において、事業企画を中心に豊富なキャリアを形成しております。また、当社入社後
もそのキャリアを活かして新規事業の創出を担当し、当社グループの成長戦略を牽引しております。同氏が
当社グループの企業価値の向上に資する人材であり、新たに取締役候補者として選任をお願いするものであ
ります。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して

おり、被保険者の賠償責任を当該保険契約によって補填することとしております。各候補者が取締役
に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時
においても同内容での更新を予定しております。
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監査等委員である取締役選任の件

候補者
番 号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

１

かね

金
 

　
こ

子
 

　
よし

義
 

　
ひろ

浩

（1961年３月６日生）

1984年４月　株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ
銀行）入行
2004年11月　同行赤坂支店長
2007年９月　同行戸塚支店長
2009年６月　同行船場支店長兼船場中央支店長
2011年１月　同行恵比寿支店長兼東恵比寿支店長
2013年２月　株式会社丸山工務所出向
2013年10月　同社転籍
2014年９月　当社総務部マネージャー
2015年９月　技術部長
2019年１月　営業部長
2019年３月　執行役員営業部長
2022年３月　執行役員営業部長兼株式会社オーバルテック

取締役
2024年３月　取締役監査等委員（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社オーバルテック監査役
ソタシステム株式会社監査役
株式会社アズマ監査役

105株

（監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
金融機関での勤務によって蓄積した豊富なマネジメント知見に加えて、当社入社後もそのキャリアを活かし
て総務部、技術部、営業部の責任者として、持続的な成長構造づくりに貢献してまいりました。同氏が取締
役会の意思決定機能及び監査・監督機能の実効性向上、ひいては当社グループの企業価値の向上に寄与する
人材であり、引き続き監査等委員である取締役候補者として選任をお願いするものであります。

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 38 －
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監査等委員である取締役選任の件

候補者
番 号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

２

くま

熊
 

　
がい

谷
 

　
てる

輝
 

　
よし

美

（1963年１月22日生）

1992年10月　中央新光監査法人入所
1996年４月　公認会計士登録
2004年２月　税理士登録

熊谷公認会計士・税理士事務所開設
2008年３月　当社社外監査役
2015年６月　堀田丸正株式会社社外取締役
2016年10月　湯河原町代表監査委員（現任）
2019年10月　爽監査法人代表社員

税理士法人FULLSUPPORT小田原事務所長
2022年３月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況）

熊谷公認会計士事務所長
湯河原町代表監査委員

0株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
公認会計士としての専門知識を活かすことで、同氏が取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の実効性
向上、ひいては当社グループの企業価値の向上に寄与する人材であり、引き続き監査等委員である社外取締
役候補者として選任をお願いするものであります。

【新任】
３

い

伊
 

　
とう

藤
 

　
やす

康
 

　
のり

典

（1975年８月16日生）

2005年４月　最高裁判所司法研修所　入所
2006年10月　弁護士登録

坂東総合法律事務所　入所
2014年10月　横浜みなとみらい法律事務所開設・同代表（現任）

0株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由）
弁護士としての専門知識を活かし、同氏が取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の実効性向上、ひい
ては当社グループの企業価値の向上に寄与する人材であり、新たに監査等委員である社外取締役候補者とし
て選任をお願いするものであります。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．熊谷輝美氏及び伊藤康典氏は、社外取締役候補者であります。
３．熊谷輝美氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の

時をもって４年となります。
４．当社は、定款第30条第２項において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、社外
取締役候補者である熊谷輝美氏との間で法令で定める額を限度として、賠償責任を限定する契約を締
結しております。同氏の選任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
また、伊藤康典氏の選任が承認された場合は、同氏との当該契約を締結する予定であります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おり、被保険者の賠償責任を当該保険契約によって補填することとしております。各候補者が監査等
委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険
契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

６．当社は熊谷輝美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の選任が
承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、伊藤康典氏の選任
が承認された場合は、同取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、伊藤
康典氏は当社の顧問弁護士事務所に所属しておりますが、その年間取引額は過去３事業年度において
同事務所収入に占める割合の２％以下であります。従いまして、先述の事項が、同氏の独立性に影響
を与えるものではないと判断しております。

－ 39 －
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補欠の監査等委員である取締役選任の件

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

ふる

古
 

　
かわ

川
 

　
け

ケ
に

ニ
ー

ー
す

ス

（1993年10月16日生）

2019年12月　弁護士登録
横浜横須賀法律事務所　入所

2020年６月　横浜みなとみらい法律事務所　入所（現任） 0株

（補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
弁護士としての専門知識や法律事務所での勤務経験を活かすことで、同氏が取締役会の意思決定機能及び監
査・監督機能の実効性向上と当社グループの企業価値向上に寄与する人材であり、新たに補欠の監査等委員
である取締役候補者として選任をお願いするものであります。

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ

る取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．古川ケニース氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

３．当社は、定款第30条第２項において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。古川ケニース氏が

監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との当該契約を締結する予定であります。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して

おり、被保険者の賠償責任を当該保険契約によって補填することとしております。古川ケニース氏が

監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなりま

す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

５．古川ケニース氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は新たに同氏を東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

以　上

－ 40 －
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ホームページのご案内

ホームページのご案内

当社のホームページでは、株主・投資家の皆様に当社をより深くご理解いただくため、最新の情報を

はじめ、ＩＲ資料、業績・財務ハイライト、経営ビジョンなど様々な情報を掲載しております。是非

ご覧ください。

https://www.odawarakiki.com/ir/

●　トップメッセージ ●　業績・財務ハイライト ●　経営ビジョン
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地図

会 場 ご 案 内 図

会　場　神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1
湯本富士屋ホテル２F　箱根西
電話　０４６０－８５－６１１１

1

1

1箱根登山電車
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川
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箱根湯本
ほたる公園

箱根
てゑらみす

湯葉丼
直吉

808
Monsmare

湯本富士屋ホテル

交通のご案内

箱根登山電車　箱根湯本駅より　徒歩３分

西湘バイパス・小田原厚木道路　箱根口ＩＣより車で５分

※会場駐車場は、駐車台数に限りがありますので、あらかじめご了承願います。
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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づ

き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記

載しておりません。

第47期定時株主総会資料

電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく

書面交付請求による交付書面に記載しない事項

Ⅰ 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」
Ⅱ 事業報告の「会社の支配に関する基本方針」
Ⅲ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」
Ⅳ 連結計算書類の「連結注記表」
Ⅴ 計算書類の「株主資本等変動計算書」
Ⅵ 計算書類の「個別注記表」

株式会社小田原機器
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

Ⅰ 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」

業務の適正を確保するための体制

　当社グループ（当社並びに子会社である株式会社オーバルテック、ソタシ

ステム株式会社及び株式会社アズマ）は、社会的責任を果たす永続企業であ

り続けるために、株主や取引先等のステークホルダーをはじめとする社会へ

の貢献と、法令遵守の徹底、適正な利益の追求、経営の透明性と健全性の確

保を通じて、社会的信頼を持続していくことを主眼に企業統治を行っており

ます。

　このような理念のもと、当社グループでは、会社法第399条の13第１項第

１号ロ及びハ並びに会社法施行規則第110条の４第１項及び第２項の規定に

従い、次のとおり当社グループの「内部統制システム構築の基本方針」を決

定し、更なる企業価値の向上を図ってまいります。

１. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

　当社の関係会社は、子会社である株式会社オーバルテック、ソタシステム

株式会社及び株式会社アズマの３社であります。

　株式会社オーバルテックにつきましては、当社の取締役が当該子会社の非

常勤取締役及び監査役を兼務し、また、ソタシステム株式会社につきまして

は、当社の取締役及び使用人が当該子会社の非常勤取締役及び監査役を兼務

し、また、株式会社アズマにつきましても、当社の取締役及び使用人が当該

子会社の非常勤取締役及び監査役を兼務することで企業集団の統制を図り、

業務の適正を確保しております。また、当社の取締役会及びその他の重要な

会議において子会社の取締役等より業務執行の状況を報告しており、加え

て、損失の危険の管理等については当社の規程を準用することにより、当社

と一体的に管理しております。

－ 1 －
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

２. 当社及び子会社の取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制

　当社グループは、社会的信頼を持続し、社会的責任を果たす永続企業であ

り続けるために、コンプライアンスの徹底が経営の重要課題であると認識し

ております。当社グループでは、このような考えのもと、コンプライアンス

における当社グループ全役職員の行動基準として「行動規範」を定め、当該

規範の啓蒙と継続的な教育により、当社グループ全役職員が高い倫理観に基

づいて行動し、公正且つ透明性の高い経営体制を確立していくことを目指し

ております。

(1)「コンプライアンスマニュアル」の制定

　コンプライアンスにおける当社グループ全役職員の行動基準となる「行動

規範」をもとに、業務執行に係る具体的な行動指針として「コンプライアン

スマニュアル」を制定しており、当社及び子会社の取締役会の適正な運営を

はじめ、社内規程の遵守による相互牽制機能の十分な発揮と、継続的な社員

教育の徹底によって法令遵守体制を確立しております。

(2)実効性の高い内部監査の実施

　当社グループは、法令遵守体制の監視及び業務執行の適切性の確保を目的

として、社長直轄の組織である内部監査室を設置しております。内部監査室

は、各業務が法令及び定められた社内規程に従って、適正且つ合理的に執行

されていることを定期的に監査し、その結果を代表取締役社長へ報告すると

ともに、問題がある事項については、速やかに改善をするよう各部署へ指示

しております。また、当社の内部監査室が定期的に実施する内部監査によ

り、子会社の業務が「関係会社管理規程」及び当社の経営方針に基づいて、

適切に運営されていることを確認する体制とすることで、業務の適正を確保

しております。

(3)内部通報制度の整備

　当社グループは、コンプライアンスに関する相談又は不正行為等の通報の

受け皿として内部通報制度を整備し、通報者の保護を図るため、「内部通報

規程」を制定しております。内部通報制度の適切な運用を通じて、コンプラ

イアンスに係る情報を、全役職員から広く収集いたします。

(4)反社会的勢力との関係遮断

　当社グループは、反社会的勢力との関係遮断は企業に課された重要な使命

であると認識しており、「コンプライアンスマニュアル」において、対応部

署及び対応方法を具体的に定め、反社会的勢力による被害を未然に防ぐとと

もに、組織として毅然たる態度で対処する姿勢を示しております。また、営

業活動等で収集した情報をデータベース化し、それを活用することにより、

反社会的勢力との接触を事前に防止する体制を構築しております。

－ 2 －
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

３. 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する

体制

　取締役会議事録等重要な会議の議事録並びに稟議書等、当社及び子会社の

取締役の職務の執行に係わる文書及び情報については、文書の取扱い（作

成、保存及び廃棄等）について定めた「文書管理規程」並びに重要情報の取

扱いについて定めた「内部情報管理規程」及び「社内情報管理システム運用

規程」に基づき、適切に保存及び管理しております。また、当社及び子会社

の取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できることとしておりま

す。

　経営に関する重要情報について、閲覧権限を明確化し、さらにそれを周知

徹底するとともに、重要情報の取扱いに関する当社グループ全役職員への経

常的な教育を実施し、情報管理体制を強化しております。

４. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社グループは、適切な職務権限の委譲のもと、各役職員の責任の範囲内

で日々の事業履行に伴うリスク管理を行っており、その範囲を超えるものに

ついては、稟議書、その他重要性に応じた会議体での検討及び承認のプロセ

スを経ることでリスク管理の適切性を確保しております。この他に、当社グ

ループに損害を及ぼす様々なリスクについて、リスクに対する具体的な対処

方法及び管理の体制等について定めた「リスク管理規程」を制定し、当該規

程に沿って適切なリスク管理体制を整備しております。また、事前に識別、

分析、評価及び予防措置を検討するため、「リスク管理委員会」を設置して

おります。

　加えて、緊急時、当社グループに損害又は損失等が発生しつつある状況に

おいては、その状況からすみやかに脱却することを目的として、「危機管理

本部」を設置いたします。

　また、地震等の大規模災害により緊急事態に陥った際、業務の早期回復を

行うため、発生時から復旧に向けての対策を織り込んだ「事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）」を策定しております。

(1)予防的なリスク管理の体制

　「リスク管理委員会」は、各部署に係るリスクを事前に識別、分析及び評

価のうえ、その予防措置を検討しております。取締役会において当該検討結

果の報告を行うこととし、取締役会は具体的な対処を各部署に指示するとと

もに、その進捗を管理しております。また、定期的なリスクの見直しを実施

することにより、リスク管理の実効性を確保しております。
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(2)緊急時の体制

　当社グループに損害又は損失等が発生しつつある状況においては、その緊

急性及び重要性を考慮した上で、当社の代表取締役社長を本部長とする「危

機管理本部」を設置し、損失の極小化に努めるものといたします。

　「危機管理本部」は、その職務を行うために各部門に対して必要な指示又

は命令を行い、それを受けた役員及び部門は、当該指示又は命令に従って、

その職務遂行のプロセス及び結果について、迅速且つ適切に危機管理本部に

報告をする体制としております。また、事案の対処終了後には事業戦略会議

にて報告するものといたします。

５. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

　当社及び子会社は、取締役会を毎月開催するほか、迅速な経営判断を促

し、経営効率を向上させるため、当社及び子会社の取締役、監査役及び各部

関係者が出席する、事業戦略会議を毎月定期的に（必要な場合は随時）開催

しております。事業戦略会議その他の会議体において経営課題並びにリスク

管理等に係る経営課題を適宜審議し、適切な職務執行を図ってまいります。

(1)経営状態の管理

　当社グループは、現在及び将来の事業環境を踏まえ、中期的な経営指標と

なる中期経営計画を策定しております。この中期経営計画に基づいて、各部

署は計画達成に向けた具体策を立案及び実行し、その進捗状況を事業戦略会

議及び取締役会に対して定期的に報告するものといたします。また、年度予

算を当該中期経営計画達成のための重要なマイルストーンとして位置づけて

おり、事業戦略会議及び取締役会において年度予算の達成状況を管理するこ

とにより、業務執行を適切に監督いたします。

(2)業務執行の管理

　「業務分掌規程」、「職務権限規程」及びその他の社内規程に基づき、当

社グループ全役職員の業務分担及び権限を明確に分別し、適正な管理水準を

維持できる体制としております。

　また、重要な案件については、稟議書又はその他重要性に応じた会議体で

の検討及び承認のプロセスを経ることにより、効率性と網羅性の双方を高い

水準で確保しております。
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６. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及

び当該取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除

く。）からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指

示の実効性の確保に関する事項

　現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は専任ではおりませんが、

監査等委員会からの求めに応じて職務を補助するための使用人を置くことと

し、その人事については事前に取締役（監査等委員である取締役を除く。）

と監査等委員会が意見交換を行い、決定することといたします。監査等委員

会の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人は業務執行上の指揮命

令系統には属さず、監査等委員会の指示命令に従うものとし、そのことを当

社及び子会社の取締役及び使用人に周知することで、監査等委員会の指示の

実効性を確保するものといたします。

　また、前述の使用人の任命、解任、評価、人事異動、懲戒及び賃金等の改

定については監査等委員会の同意を得た上で決定することとし、取締役（監

査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するものといたしま

す。

７. 当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が

監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関

する体制

　当社の監査等委員及び子会社の監査役は、当社及び子会社の取締役会及び

その他の重要な会議に出席するほか、当社及び子会社の取締役(監査等委員

である取締役を除く。)及び使用人から、重要事項の報告を受けるものとし

ます。また、当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及

び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生したとき、発生するおそ

れがあるとき、違法又は不正な行為を発見したとき又はその他、監査等委員

会が報告すべきと定めた事項が生じたときは、遅滞なく監査等委員会に報告

するものといたします。なお、当社及び子会社の取締役(監査等委員である

取締役を除く。)及び使用人が当該報告をしたことで不利な取扱いを受けな

いよう保護する旨を、「内部通報規程」にて定めております。

　当該報告体制に関する実効性を確保するため、「監査等委員会規程」及び

「監査等委員会監査等基準」に基づいて、①監査等委員が出席すべき会議　

②監査等委員に議事録を送付し閲覧に供すべき会議　③監査等委員会に定例

的に又は随時報告すべき事項を明確に定め、当社及び子会社の取締役(監査

等委員である取締役を除く。)に対して周知いたします。
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８. 当社の監査等委員及び子会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の

前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債

務の処理に係る方針に関する事項

　当該方針は特に定めておりませんが、当社の監査等委員及び子会社の監査

役の職務の執行について生じた費用は、その職務の執行に必要でないと認め

られた場合を除き、速やかに処理しております。

９. その他当社の監査等委員会及び子会社の監査役の監査が実効的に行われる

ことを確保するための体制

　当社の監査等委員会及び子会社の監査役は、会計監査人及び内部監査室と

定期的な報告会を開催し、積極的に意見及び情報の交換を行い、効果的な監

査を実施するよう努めております。また当社の監査等委員会及び子会社の監

査役は、当社の代表取締役社長と定期的に会合をもち、当社の代表取締役社

長の経営方針を確認するとともに、当社グループが対処すべき課題、当社グ

ループを取り巻くリスクのほか、当社の監査等委員会監査及び子会社の監査

役監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等について意見を交換し、当

社の代表取締役社長との相互認識と信頼関係を深めるよう努めております。

10. 財務報告の信頼性確保のための体制

　当社グループは、財務報告の信頼性の確保及び適正な財務諸表の作成のた

め、「財務報告に係る内部統制基本方針書」を定め、当社の代表取締役社長

の指示のもと内部統制システムを構築しております。また、本システムが適

正に機能し、運用が継続されるように評価及び是正を行ってまいります。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　2026年１月13日開催の取締役会にて、当連結会計年度の「内部統制システ

ム構築の基本方針」の進捗状況が報告され、特段の支障及び懸案事項は認め

られなかった旨を確認しております。

　当連結会計年度における当社グループの主な取組みは下記のとおりであり

ます。

１. 当社及び子会社の取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制

　内部通報制度を適切に運用するとともに、年間監査計画に基づき内部監

査室による内部監査を実施し、業務が適切に運営されていることを確認し

ております。

　反社会的勢力への対応については、当該勢力との関係を遮断するため
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

「神奈川県企業防衛対策協議会」（神企防）に加盟しており、継続的に情

報を収集しております。

２. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　「リスク管理委員会」を定例的に開催し、当社グループを取り巻くリス

ク項目について討議したうえで、対策を進めております。

　地震等の大規模災害発生時の対策を織り込んで策定した「事業継続計画

（ＢＣＰ）」については、実地訓練を含めた各種訓練を定期的に実施して

おります。

３. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

　当連結会計年度は当社の取締役会を16回、事業戦略会議を12回開催し、

経営上の重要な意思決定を機動的に行うとともに、事業の運営状況に関す

る定期的な報告及び協議が行われております。

　また、「当期における取締役会の活動状況の総括」及び「今後のコーポ

レート・ガバナンスに関する体制・課題の検討」等を目的として、当連結

会計年度に関する「取締役会の実効性評価」を実施し、運営の改善を図っ

ております。

４. その他当社の監査等委員会及び子会社の監査役の監査が実効的に行われ

ることを確保するための体制

　当連結会計年度は当社の監査等委員会を15回開催し、監査に関する重要

な事項について協議及び決議を行っております。

　監査等委員会は会計監査人及び内部監査室と定期的な報告会を開催する

とともに、代表取締役及び業務執行取締役と定期的に会合の場を持ち、意

見交換により相互認識と信頼関係を深めるよう努めております。

　また、常勤監査等委員は社内の各種会議に出席し、社内の業務状況につ

いて法令・定款に違反していないかなどを確認するとともに、必要に応じ

意見を述べております。
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会社の支配に関する基本方針

Ⅱ 事業報告の「会社の支配に関する基本方針」

　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関す

る基本方針は定めておりません。
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連結株主資本変動計算書

連結株主資本等変動計算書

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2 0 2 5 年 １ 月 １ 日 残 高 349,696 329,696 3,380,149 △571 4,058,970

連結会計年度中の変動額

新株の発行 16,311 16,311 32,622

剰余金の配当 △88,763 △88,763

親会社株主に帰属する

当期純利益
96,621 96,621

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 16,311 16,311 7,857 － 40,480

2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 残 高 366,007 346,007 3,388,007 △571 4,099,451

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証

券 評 価 差 額 金

そ の 他 の 包 括 利 益

累 計 額 合 計

2 0 2 5 年 １ 月 １ 日 残 高 80,371 80,371 4,139,342

連結会計年度中の変動額

新株の発行 32,622

剰余金の配当 △88,763

親会社株主に帰属する

当期純利益
96,621

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
△23,218 △23,218 △23,218

連結会計年度中の変動額合計 △23,218 △23,218 17,262

2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 残 高 57,153 57,153 4,156,604

Ⅲ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」

（単位：千円）
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連結注記表

・市場価格のない

　株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）を採用して

おります。

Ⅳ 連結計算書類の「連結注記表」

連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数 ３社

・連結子会社の名称 株式会社オーバルテック

ソタシステム株式会社

株式会社アズマ

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券

・市場価格のない株式等 　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. 棚卸資産

・商品、製品、原材料及び仕掛品 　総平均法（月別）による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用

しております。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。
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連結注記表

ハ. リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする

定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績等を勘案して必要額を、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 　従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため､ 

支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計

上しております。

ハ. 製品保証引当金 　保証期間内に発生する無償修理に対する支出に備え

るため、過去の実績率等を基礎として無償修理費の見

積額を計上しております。

ニ. 受注損失引当金 　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会

計年度末における受注契約に係る損失見積額を計上し

ております。

ホ. 役員退職慰労引当金 　連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上し

ております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループは、主として路線バス及びワンマン鉄道車両での運賃収受機器等の設計、

開発、製造、販売及びメンテナンスサービスを行っている運賃収受機器事業と、主に交通

系インフラ案件、ＥＴＣ関連開発案件及びその他社会インフラ系案件のシステム開発、エ

ンジニアリング、ソフトウエア設計並びにシステム及び機器の輸出入販売を行っているシ

ステム開発事業を展開しております。

　運賃収受機器事業の販売、システム開発事業の開発及び商品販売等については、顧客が

検収した時点において顧客が当該製品及び商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足さ

れると判断していることから主として当該製品及び商品の顧客の検収時点で収益を認識し

ております。

　ただし、出荷から引き渡しまでごく短期間で行われる製品については、出荷した時点に

おいて当該製品の支配が顧客に移転されると判断し、出荷時点で収益を認識しておりま

す。

　運賃収受機器事業のメンテナンスサービス等については、一定の期間にわたり履行義務

を充足する取引であり、経過期間に応じて収益を認識しております。

　買戻し契約に該当する有償支給取引については、支給先から受け取る対価を収益として

認識していません。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受

領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
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連結注記表

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑥ のれんの償却方法及び期間

　のれんの償却については、８年の均等償却を行っております。

２. 表示方法の変更に関する注記

　　（連結損益計算書）

　前連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「受取

保険料」（前連結会計年度0千円）は営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会

計年度より独立掲記しております。

３. 未適用の会計基準

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員 

会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　 

企業会計基準委員会）

(1) 概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環

として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開

発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号

の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのでは

なく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の

定めを個別計算書類に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準

等が公表されました。借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、

IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースで

あるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に

係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2) 適用予定日

　2028年12月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額については、現

時点で評価中であります。
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連結注記表

４. 会計上の見積りに関する注記

　(1)製品保証引当金

　　①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額　125,618千円

　　②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　保証期間内に発生する無償修理に対する支出に備えるため、過去の実績率等を基礎として

無償修理費の見積額を計上しております。出荷した製品について、予期せぬ不具合等が発生

した場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において、追加の無償修理費の計上が必要に

なる可能性があります。

　(2)棚卸資産の評価

　　①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　　商品及び製品　　　 42,254千円

　　　仕掛品　　　　　1,356,720千円

　　　原材料　　　　　　750,092千円

　　　棚卸資産の簿価切下げ額　58,478千円

　　②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　製品及び仕掛品の貸借対照表価額は主として総平均法(月別）による原価法(収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法)により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を

下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額と正味売

却価額との差額は棚卸資産評価損として売上原価に計上しております。

　　　正味売却価額は受注見込金額から見積追加製造原価を控除して算出しておりますが、見積

りにおける主要な仮定は、将来における見積追加製造原価の発生見込み額であります。見積

追加製造原価は、過去の同一製品又は類似製品の製造実績等に基づき予測した追加発生工数

等を加味して算出しております。

　　　総費用の見積りに及ぼす影響度及び影響範囲を適時把握し、総費用の見積りの見直しを行

っております。総費用の見積りが変動する場合、追加の棚卸資産の評価損が計上される可能

性があります。
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連結注記表

　有形固定資産の減価償却累計額 1,109,567千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 3,171,500株 29,800株 －株 3,201,300株

・株式の種類 普通株式

・配当金の総額 88,763千円

・１株当たり配当額 28円

・基準日 2024年12月31日

・効力発生日 2025年３月28日

・株式の種類 普通株式

・配当金の総額 127,893千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 40円

・基準日 2025年12月31日

・効力発生日 2026年３月27日

５. 連結貸借対照表に関する注記

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

（注）発行済株式の総数の増加29,800株は、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるもの

であります。

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

2025年３月27日開催の第46期定時株主総会決議による配当に関する事項

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

2026年３月26日開催の第47期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

(3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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連結注記表

７. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性または流動性の高い金融資産で運用し、ま

た、資金調達については自己資金または銀行借入で賄う方針であります。デリバティブ取引

は利用しておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒され

ております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクが

あります。

　営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、すべて１年以内の支払期日

であります。

　短期借入金及び長期借入金は主に運転資金や土地等の購入に係る資金調達であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、与信管理規程等に従い、営業債権について、取引先ごとに期日及び残高を管理

するとともに、取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。連結子会社に

ついても、当社の与信管理規程等に準じて、同様の管理を行っております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループでは、当社において、連結子会社も含め支払計画を適時に作成・更新する

とともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた

め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

　　投資有価証券

その他有価証券 166,169 166,169 －

資産計 166,169 166,169 －

　　長期借入金（１年内返済
　　予定の長期借入金含む）

19,000 19,000 －

負債計 19,000 19,000 －

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2025年12月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は次表に

は含めておりません。現金は注記を省略しており、資産の預金、受取手形及び売掛金、電子

記録債権、負債の支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は短期間で決済されるた

め時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（注）１. 投資有価証券に関する事項

　投資有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計

上額と取得原価との差額は以下のとおりです。
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種類
連結貸借対照表計上額

（千円）
取得原価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

(1) 株式 166,169 84,158 82,010

(2) 債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 166,169 84,158 82,010

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

(1) 株式 － － －

(2) 債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

合計 166,169 84,158 82,010

その他有価証券で市場価格のあるもの

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,494,583 － － －

受取手形及び売掛金 2,353,762 － － －

電子記録債権 78,841 － － －

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期が
あるもの

(1) 国債・地方債等 － － － －

(2) 債券（社債） － － － －

(3) その他 － － － －

合計 3,927,187 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 1,300,000 － － － － －

長期借入金 12,000 7,000 － － － －

合計 1,312,000 7,000 － － － －

（注）２. 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（注）３. 長期借入金及び短期借入金の連結決算日後の返済予定額
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券

166,169 － － 166,169

資産計 166,169 － － 166,169

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済
予定の長期借入金含む）

－ 19,000 － 19,000

負債計 － 19,000 － 19,000

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外

の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は取引所の価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから時価は帳簿価 

額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、

元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によ

っており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント（千円）
合計

（千円）
運賃収受機器事業 システム開発事業

運賃箱関連 2,229,600 － 2,229,600

カード機器関連 1,541,092 － 1,541,092

その他の機器 1,060,139 － 1,060,139

部品・修理 2,195,036 － 2,195,036

システム開発事業 － 647,085 647,085

顧客との契約から生じる収益 7,025,868 647,085 7,672,954

外部顧客への売上高 7,025,868 647,085 7,672,954

当連結会計年度（千円）

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 1,985,058 2,432,604

契約負債 170,978 32,762

８. 賃貸等不動産に関する注記

　該当事項はありません。

９. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

「(4)会計方針に関する事項 ④重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

　契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動

負債のその他に含まれております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

170,978千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当連結会計年度末において当初に予定される顧客との契約期間が１年を超える重要な契約が

ないため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を

省略しております。
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(1) １株当たり純資産額 1,300円02銭

(2) １株当たり当期純利益 30円31銭

①　払込期日 2026年５月22日

②　発行する株式の種類及び数 当社普通株式　23,000株

③　発行価額 １株につき1,167円

④　発行総額 26,841,000円

⑤　株式の割当ての対象者及び

　　その人数並びに割り当てる

　　株式の数

当社の従業員　141名　14,100株

当社子会社の従業員　89名　8,900株

なお、各従業員からの付与株式数の一部申し込み

は受け付けないものとします。

⑥　その他
本新株式発行については、金融商品取引法による

有価証券通知書を提出しております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記

（譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行）

　当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発

行を行うことを決議いたしました。

(1) 発行の概要

(2) 発行の目的及び理由

　当社は、2024年２月13日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の従業員を対象に、

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層

の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度を導入

することを決議いたしました。
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①　取得対象株式の種類 　当社普通株式

②　取得し得る株式の総数

　50,000株を上限とする

発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合

1.6％

③　株式の取得価額の総額 　65,000,000円を上限とする

④　取得期間 　2026年2月16日～2026年2月27日

⑤　取得方法
　自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）を含む

市場買付

（自己株式の取得）

　当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第39

条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

(1) 取得に係る事項の内容

(2) 取得の目的及び理由

　株主還元の充実と資本効率の向上を図るために実施するものです。

12. その他の注記

　該当事項はありません。
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株主資本変動計算書

株主資本等変動計算書

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益
剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2025年１月１日残高 349,696 329,696 329,696 5,000 2,971,175 2,976,175

事業年度中の変動額

新株の発行 16,311 16,311 16,311

剰余金の配当 △88,763 △88,763

当期純利益 △7,583 △7,583

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 16,311 16,311 16,311 － △96,346 △96,346

2025年12月31日残高 366,007 346,007 346,007 5,000 2,874,828 2,879,828

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

2025年１月１日残高 △571 3,654,996 80,371 80,371 3,735,368

事業年度中の変動額

新株の発行 32,622 32,622

剰余金の配当 △88,763 △88,763

当期純利益 △7,583 △7,583

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△23,218 △23,218 △23,218

事業年度中の変動額合計 － △63,724 △23,218 △23,218 △86,942

2025年12月31日残高 △571 3,591,272 57,153 57,153 3,648,425

Ⅴ 計算書類の「株主資本等変動計算書」

（単位：千円）
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・市場価格のない

　株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）を採用して

おります。

Ⅵ 計算書類の「個別注記表」

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式 　移動平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券

・市場価格のない株式等 　移動平均法による原価法を採用しております。

③ 棚卸資産

・商品、製品、原材料及び仕掛品 　総平均法（月別）による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用

しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績等を勘案して必要額を、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 　従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため､ 

支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上し

ております。
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③ 製品保証引当金 　保証期間内に発生する無償修理に対する支出に備え

るため、過去の実績率等を基礎として無償修理費の見

積額を計上しております。

④ 受注損失引当金 　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年

度末における受注契約に係る損失見積額を計上してお

ります。

⑤ 退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

　退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給

付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　当社は、主として路線バス及びワンマン鉄道車両での運賃収受機器等の設計、開発、製

造、販売及びメンテナンスサービスを行っている運賃収受機器事業を展開しております。

　運賃収受機器事業の販売、システム開発事業の開発及び商品販売等については、顧客が

検収した時点において顧客が当該製品及び商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足さ

れると判断していることから主として当該製品及び商品の顧客の検収時点で収益を認識し

ております。

　ただし、出荷から引き渡しまでごく短期間で行われる製品については、出荷した時点に

おいて当該製品の支配が顧客に移転されると判断し、出荷時点で収益を認識しておりま

す。

　運賃収受機器事業のメンテナンスサービス等については、一定の期間にわたり履行義務

を充足する取引であり、経過期間に応じて収益を認識しております。

　買戻し契約に該当する有償支給取引については、支給先から受け取る対価を収益として

認識していません。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受

領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,087,229千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

① 短期金銭債権 28,357千円

② 短期金銭債務 74,907千円

営業取引（収入分） 119,047千円

営業取引（支出分） 501,805千円

営業取引以外の取引（収入分） 61,634千円

２. 会計上の見積りに関する注記

　(1)製品保証引当金

　　①当事業年度の計算書類に計上した金額　125,618千円

　　②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　製品保証引当金に関する注記については、「連結注記表（会計上の見積りに関する注

記）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

　(2)棚卸資産の評価

　　①当事業年度の計算書類に計上した金額

　　　商品及び製品　　　 42,254千円

　　　仕掛品　　　　　1,319,765千円

　　　原材料　　　　　　723,315千円

　　　棚卸資産の簿価切下げ額　56,044千円

　　②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　棚卸資産の評価に関する注記については、「連結注記表（会計上の見積りに関する注

記）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

３. 貸借対照表に関する注記

４. 損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引による取引高の総額
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株 式 の 種 類 当 期 首 株 式 数 当期増加株式数 当期減少株式数 当 期 末 株 式 数

普 通 株 式 1,378株 2,579株 －株 3,957株

繰延税金資産

未払事業税 1,569千円

賞与引当金 9,656千円

未払賞与 22,691千円

製品保証引当金 38,074千円

貸倒引当金 7,244千円

棚卸資産評価損 16,987千円

減価償却の償却超過額 22,374千円

退職給付引当金 50,194千円

株式報酬費用 12,983千円

会員権 1,470千円

繰越欠損金 269,422千円

その他 20,550千円

繰延税金資産小計 473,220千円

評価性引当額 △467,447千円

繰延税金資産合計 5,772千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △24,857千円

その他 △920千円

繰延税金負債合計 △25,777千円

繰延税金資産の純額 △20,004千円

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

（注）自己株式の数の増加2,579株は譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。

６. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類
会社等の
名称

資本金又
は出資金
( 千 円 )

事 業 の
内 容
又は職業

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )役員の

兼任等
事 業 上
の 関 係

子会社

㈱オーバ
ルテック

10,000

 運賃収受
機器メンテ
ナンスサー

ビス

所有
直接100％

兼任4名

当 社 製
品 、 メ
ン テ ナ
ン ス サ
ービス

メンテナン
スサービス
の 委 託

379,629 買 掛 金 64,539

材料の有
償 支 給

119,047 未収入金 11,260

建 物 の 賃 貸 8,448 未収入金 －

総務事務
等の受託

20,440 未収入金 11,570

ソタシステ
ム㈱

30,000
ソフトウエ

ア・システム
開発

所有
直接100％

兼任4名
ソ フ ト
ウ エ ア
開発

ソフトウ
エア開発
の 委 託

86,309 買 掛 金 5,742

総務事務
等の受託

16,240 未収入金 2,477

㈱アズマ 10,000
ソフトウエ

ア・システム
開発

所有
直接100％

兼任4名
ソ フ ト
ウ エ ア
開発

ソフトウ
エア開発
の 委 託

35,866 買 掛 金 715

総務事務
等の受託

16,504 未収入金 2,166

(1) １株当たり純資産額 1,141円08銭

(2) １株当たり当期純利益 △2円38銭

７. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１. メンテナンスサービスの委託及び材料の有償支給の価格、並びにソフトウエア開発の

委託については、市場価格を参考に決定しております。

２. 賃貸料については近隣の相場及び付帯設備の減価償却費等を勘案して、交渉の上決定

しております。

３. 総務事務等の受託については、役務提供に対する費用等を総合的に判断して、交渉の

上決定しております。

８. 収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための情報について、連結注記表「９．収益認識に

関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

９. １株当たり情報に関する注記
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10. 重要な後発事象に関する注記

（譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行）

　連結注記表の「注記事項（重要な後発事象に関する注記）」に同一の内容を記載しているた

め、注記を省略しております。

（自己株式の取得）

　連結注記表の「注記事項（重要な後発事象に関する注記）」に同一の内容を記載しているた

め、注記を省略しております。

11. その他の注記

該当事項はありません。

－ 29 －


